
真岡市の給与・定員管理等の状況について 

 

１．総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（平成 26年 1月 1日） 
歳出額 Ａ 実質収支 人件費 Ｂ 

人件費率 
（Ｂ／Ａ） 

（参考） 
前年度の 
人件費率 

平成 
26年度 

81,364人 
千円 

31,079,916 
千円 

 1,770,434 
千円 

3,978,084 
12.8% 11.4% 

  （注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等が含まれる。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

  
Ａ 

給      与      費  
 
 

１人当たり 

給 与 費 

（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

類似団体平均 

1 人当たり給与費 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

平成 
26年度 

人 
414 

千円 
1,678,307 

千円 
260,980 

千円 
  616,116 

千円 
2,555,403 

 
 

千円 
6,172 

千円 
5,847 

  （注） １ 職員手当には、退職手当は含まれていません。 

      ２ 職員数は平成 26年 4月 1日現在の人数です。 

      ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には 

当該職員数を含んでいません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

区  分 平成 24年 4月 1日 平成 25年 4月 1日 平成 26年 4月 1日 平成 27年 4月 1日 

真 岡 市 99.5 98.9 99.5 99.1 

類似団体平均 97.3 97.3 97.4 97.8 

全国市平均 98.8 98.5 98.6 98.7 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を 

用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職給料表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した 

指数です。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。 

３ 平成 24及び平成 25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合 

  の値です。 



（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

  ①給料表の見直し 〔実施  未実施〕 

   （給料表の改定実施時期）平成 28年 4月 1日 

   （内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均 0.4％引上げ 

  ②地域手当の見直し 〔実施  未実施〕 

   （支給割合）国基準 3％に対し、真岡市においても 3％を支給 

   （実施時期）平成 27年 4月 1日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成 28年度は 3％ 

（参考） 

 平成 26年度 

の支給割合 

見直し後の支給割合 見直し後の支給割

合（H28.4.1） 4月 1日時点 遡及改定時 

国基準による支給割合 0％ 1％ 2％ 3％ 

真岡市の支給割合 0％ 1％ 2％ 3％ 

  ③その他の見直し 〔実施  未実施〕 

    単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施（平成 28年 4月 1日） 

 

２．職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 27年４月１日現在） 

  ①一般行政職 

区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

真岡市 43.8歳 338,013円 396,745円 364,073円 

栃木県 43.4歳 341,885円 418,911円 372,600円 

国 43.5歳 334,283円 ― 408,996円 

類似団体 42.6歳 323,284円 393,393円 354,248円 

 

②技能労務職 

区  分 

公  務  員 民   間 参考 

平均 

年齢 
職員数 

平均 

給料月額 

平均給与 

月額(A) 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

対応する民間 

の類似職種 

平均 

年齢 

平均給与 

月額(B) 
A/B 

真岡市 50.5歳 29人 308,466円 341,214円 323,377円 ― ― ― ― 

 
うち 

学校給食員 
― ― ― ― ― 調理士 44.5歳 256,300円 ― 

 
うち 

用務員 
49.9歳 19人 304,621円 324,146円 315,896円 用務員 54.6歳 200,300円 1.62 

 
うち 

清掃職員 
55.5歳 2人 329,400円 355,357円 344,057円 

廃棄物処理

業従業員 
44.9歳 289,500円 1.23 

 
うち 

自動車運転手 
53.2歳 6人 320,150円 392,742円 337,699円 

自家用乗用 

自動車運転手 
49.2歳 226,000円 1.74 

栃木県 51.7歳 288人 345900円 394,563円 372,487円 ― ― ― ― 

国 50.2歳 2994人 289,141円 ― 328,318円 ― ― ― ― 

類似団体 51.3歳 29人 302,946円 330,024円 315,527円 ― ― ― ― 



区  分 

参     考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員(C) 民間(D) C／D 

真岡市 ― ― ― 

 
うち 

学校給食員 
― ― ― 

 
うち 

用務員 
5,204,449円 2,774,400円 1.88 

 
うち 

清掃職員 
5,712,678円 3,952,300円 1.45 

 
うち 

自動車運転手 
6,119,302円 2,765,400円 2.21 

※民間データは、賃金基本構造統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成２４年～平成２６年の３カ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に 

支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

 

（２）職員の初任給の状況（平成２７年４月１日現在） 

区     分 真岡市 栃木県 国 

一般行政職 
大学卒 174,200円 180,800円 174,200円［Ⅱ種］ 

高校卒 142,100円 146,500円 142,100円［Ⅲ種］ 

技能労務職 高校卒 135,400円 144,200円 ― 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２７年４月１日現在） 

区     分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 
大学卒 259,700 円 360,600 円 387,533 円 407,254 円 

高校卒 ― 311,100 円 355,514 円 391,500 円 

技能労務職 
高校卒 ― 286,700 円 313,567 円 ― 

中学卒 ― ― 317,100 円  

  ※表中の「―」は該当する職員がいない階層です。 

 

３．一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成２７年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 

標準的
な職務 

主事・技師 
主事補 
技師補 

主事 
技師 

主査 副主幹 係長 課長補佐 課長 部長  

職員数 25人 31人  83人 79人 57人 36人 31人 9人 351人 

構成比 7.1% 8.8% 23.7% 22.5% 16.2% 10.3%  8.8% 2.6% 100.0% 

１号給の 

給料月額 

137,600 円 187,700 円 223,900 円 258,300 円 285,000 円 315,800 円 360,100 円 405,800 円  

最高号給の

給料月額 

244,900 円 301,900 円 347,700 円 378,700 円 390,700 円 407,900 円 442,600 円 466,300 円  

  （注）真岡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 



 

 

 

（２）昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職） 

  ①勤務成績の評定の実施状況 

   地方公務員法第 40条に基づき、全職員に対して勤務評定を実施しています。 

   平成 26年度は 10月 1日と 3月 1日を評定日として実施しました。 

   （内容の詳細については、真岡市職員の勤務評定規則を参照） 

   なお、平成 20年度から、人材育成を主眼としつつ、より能力・業績を評価基準に取り入れた新しい 

人事評価制度に移行しました。 

  ②昇給への勤務成績の反映状況 

勤務評定（人事評価）の結果を参考にして、５段階の昇給区分（０～８号給）に決定しています。 

 

 



４．職員の手当の状況 

 （１）期末・勤勉手当 

真 岡 市 栃 木 県 国 

  

◎特定幹部職員以外の職員 

期末手当  勤勉手当 

 2.60月分   1.50 月分  

 （1.45）   （0.70） 

  

◎特定幹部職員以外の職員 

期末手当  勤勉手当 

 2.60月分   1.5 月分  

 （1.45）   （0.7） 

  

◎特定幹部職員以外の職員 

期末手当  勤勉手当 

 2.60月分   1.50 月分  

 （1.45）   （0.70） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による
加算措置 

・役職加算 5～15％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による
加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 15～22％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による
加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

1人当たり平均支給年額 

（平成 26年度） 

 1,531千円 

1人当たり平均支給年額 

（平成 26年度） 

 1,646千円 

 

 

 

  （注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

（２）勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職） 

  ①勤務成績の評定の実施状況 

   地方公務員第 40条に基づき、勤務評定を実施しています。 

   平成 26年度は 10月 1日と 3月 1日を評定日として実施しました。 

   （内容の詳細については、真岡市職員の勤務評定規則を参照） 

   なお、平成 20年度から、人材育成を主眼としつつ、より能力・業績を評価基準に取り入れた新しい人事評価 

制度に移行しました。 

  ②勤勉手当への勤務成績の反映状況 

部長職、課長職及び課長補佐職については、６月期及び１２月期の勤勉手当において、それぞれ直近の勤務評定 

（人事評価）の結果を反映して成績率を決定しています。 

なお、係長職以下の職員については、勤務成績を反映した勤勉手当の成績率の決定は行なっていません。 



 （２）退職手当（平成２７年４月１日現在） 

真  岡  市 国 

       自己都合 応募認定・定年 

勤続２０年  20.445月分  25.55625月分 

勤続２５年  29.145月分  34.5825月分 

勤続３５年  41.325月分  49.59月分 

最高限度額  49.59月分   49.59月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

          （割増率 2%～45%） 

1人当たり平均支給額    21,600千円 

       自己都合 応募認定・定年 

勤続２０年  20.445月分  25.55625月分 

勤続２５年  29.145月分  34.5825月分 

勤続３５年  41.325月分  49.59月分 

最高限度額  49.59月分   49.59月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

         （割増率 2%～45%） 

 

  （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２６年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

（３）地域手当（平成２７年４月１日現在） 

 支給実績（平成２６年度決算） ０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ０円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

真岡市 1％ 465人 1％ 

宇都宮市 2％ 2人 2％ 

地域手当補正後のラスパイレス指数 99.1％ 

（ラスパイレス指数） 99.1％ 

 

  

（３）特殊勤務手当 

支給実績（平成２６年度決算） 246,400円 

職員全体に占める支給職員の割合（平成２６年度決算） 0.6% 

支給対象職員 1人当たり平均支給年額（平成２６年度） 82,133円 

手当の種類（手当の数） 5種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２５年度決算） 

左記職員に対
する支給単価 

感染症予防 

作業手当 

感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律に規定す
る消毒、駆除及び生活
用水の供給作業に従事
した職員 

感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律に規定す
る消毒、駆除及び生活
用水の供給作業 

なし 日額 1,000円 

行路死病人収容作
業手当 

行路死病人の収容作業
に従事した職員 

行路死病人の収容作業 なし 

行路病人 

1回 2,000円 

行路死亡人 

1回 4,000円 

災害復旧作業手当 

災害の現場で救援及び
復旧作業に従事した職
員 

災害の現場での救援及
び復旧作業 

なし 日額 500円 

清掃業務作業手当 

清掃事業所に勤務し、
現場で直接に収集、運
搬、処分などに従事し
た職員 

現場でのゴミの収集、
運搬、処分など 

348,500円 日額 500円 

犬、猫死体処理 

作業手当 

犬、猫死体処理作業に
従事した職員 

犬、猫の死体処理作業 43,200円 日額 300円 

 

 

 



 （４）時間外勤務手当 

平成 26年度決算 
支 給 総 額  123,030千円 

職員 1人当たり支給年額 321千円 

平成 25年度決算 
支 給 総 額  98,356千円 

職員 1人当たり支給年額 253千円 

   （注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（26年度決算」と同じ年度の４月１日現在 

     の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給の対象とはならない職員を除く。）であり、 

短時間勤務職員を含みます。 



 （５）その他の手当（平成２７年４月１日現在） 

  ・支給対象職員及び支給額等 

区  分 支給対象職員 支給額 国の制度との異同 国の制度と異なる内容 

扶養手当 

扶養親族として配
偶者、子等を有する
職員 

・配偶者               13,000円 

・配偶者以外の扶養親族         6,500円 

（ただし、配偶者のいない職員の扶養親族のうち 

1人は 11,000円） 

・満 15歳に達する日後の最初の 4月 1日 

 から満 22歳に達する日以後の最初の 3月 31日 

 までの間にある子 1人につき 5,000円加算 

同じ ― 

住居手当 

自ら居住する住宅を
借り受け、月額 12,000
円を超える家賃を支
払っている職員 

・借家、借間居住者 

 家賃の額に応じ、最高 27,000円まで 

 

同じ   ― 

通勤手当 

交通機関を利用し、ま

たは自動車等を使用

して通勤する職員 

・交通機関等利用者 
  運賃等に応じ、最高 55,000円まで 
・自動車等使用者 
  通勤距離に応じ、月額 3,300円から 31,600円 

異なる 

自動車等使

用者の支給

額決定の際

の距離区分 

管理職手当 
管理または監督の地

位にある職員 

・部長級職員    70,400円 
・課長級職員    53,100円 
・課長補佐級職員  41,500円 
 

異なる 

職の区分及

び 

支給率 

宿日直手当 
宿日直勤務を命ぜら

れた職員 

宿直勤務または日直勤務１回につき 6,600円 
ただし、勤務時間が５時間未満の場合は 2,300円 

異なる 支給額 

単身赴任
手当 

異動に伴い、やむを得

ない事情により同居

していた配偶者と別

居することになった

職員で異動前の居住

地から異動後の勤務

地に通勤することが

困難な職員 

 
月額 26,000 円（職員の住居と配偶者の住居との間
の距離が 100㎞以上である職員にあっては、交通距
離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額） 
（加算額） 
   100㎞以上  300km未満  6,000円 
   300㎞以上  500km未満  13,000円 
   500㎞以上  700km未満   20,000円 
   700㎞以上  900km未満   26,000円 
   900㎞以上 1,100km未満   33,000円 

1,100㎞以上 1,300km未満   38,000円 
 1,300㎞以上 1,500km未満   43,000円 
 1,500㎞以上 2,000km未満  48,000円 

2,000㎞以上 2,500km未満  53,000円 
2,500㎞以上         58,000円 

 

同じ ― 

管理職員
特別勤務
手当 

臨時又は緊急の必要

等により週休日、休日

等又は週休日等以外

の午前 0時から午前 5

時までに間に勤務し

た管理職員 

〔週休時、休日等〕 
・部長級職員   8,000円 
・課長級職員   6,000円 
・課長補佐級職員 4,000円 
ただし、勤務に従事した時間が６時間を超える場合
は 100分の 150を乗じた額 
 
〔週休日等以外の午前 0時から午後 5時〕 
・部長級職員   4,000円 
・課長級職員   3,000円 
・課長補佐級職員 2,000円 
 

同じ ― 

 



  ・支給実績及び１人あたり平均支給年額（平成２６年度決算） 

区  分 支給実績 
支給職員１人当たり 

平 均 支 給 年 額 

扶養手当 49,749千円  218,196円  

住居手当 12,479千円  277,311円  

通勤手当 31,721千円  79,701円  

管理職手当 48,962千円  582,877円  

宿日直手当 1,889千円  7,969円  

単身赴任手当 348千円  348,000円  

管理職員特別勤務手当 ―  ―  

（注）支給職員１人当たり平均支給年額は、支給実績及び支給職員数により計算したものです。 

 

 

５．特別職の報酬等の状況（平成２７年４月１日現在） 

区    分 給 料 月 額 等 減 額 措 置 （参考）類似団体における最高／最低額 

給料 
市 長 

副市長 

1,015,000円    

805,000円    
なし 

市 長 1,037,000円 / 435,000円 

副市長  857,000円 /571,000円 

報酬 

議 長 

副議長 

議 員 

530,000円    

435,000円    

405,000円    

なし 

議 長 543,000円 / 350,000円 

副議長 503,000円 / 300,000円 

議 員 457,000円 / 280,000円 

期末
手当 

市 長 

副市長 

（平成 26年度支給割合） 

６月期  1.40月分 

１２月期  1.70月分 

  計   3.10 月分 

 

議 長 

副議長 

議 員 

（平成 26年度支給割合） 

６月期  1.40月分 

１２月期  1.70月分 

  計   3.10 月分 

 

退職 

手当 

栃木県市町村職員総合事務組合に加入 

（算定方式）                    （支給時期） 

市 長 在職月数×給料月額×４２／１００      任期終了毎に支給 

副市長 在職月数×給料月額×２５／１００ 

   



６．職員数の状況 

 （１）部門別職員数の状況と主な増減理由 

（各年 4月 1日現在） 

区 分 
職  員  数 

対前年増減数 主 な 増 減 要 因 
平成 26年度 平成 27年度 

一
般
行
政
部
門 

議  会 7   7   ―    

総務企画 103   104   1   新庁舎建設関係事務の増加 

税  務 29   29   ―    

民  生 62   59   △3   保育士の退職不補充、ねんりんピック業務の終了 

衛  生 36   35   △1   芳賀赤十字病院への職員派遣の終了 

労  働 ―   ―   ―    

農林水産 24   24   ―    

商  工  9    9   ―    

土  木 52   52   2   区画整理事業の業務増・開発行為権限移譲の準備 

小  計 320   319   △3   

(参考) 

人口 1万人当たり職員数  39.2人 

(類似団体の人口 1万人当たり職員数  57.59人) 

特別行

政部門 

教  育  95    92   △3   調理師業務の民間委託の拡大 

小  計  95    92   △3    

普通会計 計 415   411   △4  
(参考) 

人口 1万人当たり職員数  50.5人 

(類似団体の人口 1万人当たり職員数  74.85人) 

公営企

業等会

計部門 

水  道 12   12   ―    

下 水 道 16   16   ―    

そ の 他 28   28   ―    

小  計 56   56   ―    

合    計 471   467   △4   
(参考) 

人口 1万人当たり職員数  57.4人 

  （注）職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、 

臨時、非常勤職員を除いています。 

   

（２）年齢別職員構成の状況（平成２７年４月１日現在） 

区 分 
20歳

未満 

20歳

～ 

23歳 

24歳

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

以上 
計 

職員数 

人 

 
０ 

人 

 
１５ 

人 

 
４１ 

人 

 
２４ 

人 

 
３４ 

人 

 
４５ 

人 

 
５８ 

人 

 
６９ 

人 

 
４７ 

人 

 
６１ 

人 

 
７３ 

人 

 
０ 

人 

 
４６７ 



（３）職員数の推移 

                                       （各年 4月 1日現在） 

部  門 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 
過去５年間の 

増減数（率） 

一般行政 341 334 331 323 320 319 △22（△6.5） 

教育 105 104 99 96 95 92 △13（△12.4） 

普通会計計 446 438 430 419 415 411 △35（△7.8） 

公営企業等会計 61 58 56 56 56 56 △5（△ 8.2） 

総合計 507 496 486 475 471 467 △40（△7.9） 

 （注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 

 

 

７．公営企業職員の状況 

（１）水道事業 

  ① 職員給与費の状況 

  ア 決算 

区 分 
総費用 

    Ａ 
純利益 

職員給与費 
 Ｂ 

総費用に占める 
職員給与費比率 

     Ｂ／Ａ 

（参考） 
25年度の総費用に 
占める職員給与費 
比率 

平成 
26年度 

千円 
 1,163,433 

千円 
272,850 

千円 
  66,512 

5.7% 5.7% 

  

区 分 
職員数 

Ａ 

給      与      費 一人当たり 
給与費 

(参考)市町村の 
一人当たり 
平均給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

平成 
26年度 

人 
12 

千円 
46,689 

千円 
5,323 

千円 
14,200 

千円 
66,512 

 千円 
 5,543 

千円  
  6,219 

  （注）職員数は平成２７年３月３１日現在の人数です。 

 

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２７年４月１日現在） 

 区   分 平均年齢 基本給 平均月収額 

真岡市 41.6歳 335,490円 501,062円 

市町村平均 44.9歳 348,021円 517,229円 

  （注）１．基本給は給料と扶養手当を合計した数値です。 

     ２．平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

     ３．市町村平均の数値は政令指定都市を除いた数値です。 

  



③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当   

真 岡 市 他市町村 

平成 26年度支給割合） 

◎特定幹部職員 

（7級・8級職員） 

期末手当  勤勉手当 

  2.2月分   1.90月分 

  

◎特定幹部職員以外の職員 

期末手当  勤勉手当 

 2.6月分   1.50 月分  

 （1.45）   （0.70） 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による
加算措置 

・役職加算 5～15％ 

 

1人当たり平均支給年額 

（平成 26年度） 

 1,432,400円 

市町村 1人当たり平均支給年額 

（平成 26年度） 

 1,484,076円 

  （注）支給割合、加算措置の状況は一般行政職と同じです。 

 

  イ 退職手当（平成２７年４月１日現在） 

真  岡  市 他市町村 

      自己都合 応募認定・定年 

勤続２０年  20.445月分  25.55625月分 

勤続２５年  29.145月分  34.5825月分 

勤続３５年  41.325月分  49.59月分 

最高限度額  49.59月分   49.59月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

          （割増率 2%～45%） 

 

1人当たり平均支給額 

  退職者無し 

他市町村 1人当たり平均支給額  

   15,286,330円 

  （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２６年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

  ウ 地域手当（平成２７年４月１日現在） 

 支給実績（平成２６年度決算） ０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ０円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

真岡市 1％ 12人 1％ 

宇都宮市 2％ 0人 2％ 

地域手当補正後のラスパイレス指数 99.1％ 

（ラスパイレス指数） 99.1％ 

 

  エ 特殊勤務手当 

支給実績（平成２６年度決算） ― 

職員全体に占める支給職員の割合（平成２６年度決算） ― 

支給対象職員 1人当たり平均支給年額（平成２６年度） ― 

手当の種類（手当の数） ２種類 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対
する支給単価 

感染症予防 

作業手当 

感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律に規定する消毒、駆
除及び生活用水の供給作業に従事した
職員 

感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律に規定する消毒、駆除
及び生活用水の供給作業 

日額 1,000円 

災害復旧作業手当 
災害の現場で救援及び復旧作業に従事
した職員 

災害の現場での救援及び復
旧作業 

日額 500円 

  注：平成２６年度は、特殊勤務手当の支給はありませんでした。 

   

オ 時間外勤務手当 

平成 26年度決算 
支 給 総 額  1,457千円 

職員 1人当たり支給年額 146千円 

平成 25年度決算 
支 給 総 額  2,291千円 

職員 1人当たり支給年額 208千円 

 （注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（26年度決算）」と同じ年度の４月１日現在 

     の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給の対象とはならない職員を除く。）であり、 

短時間勤務職員を含みます。 

 

  カ その他の手当（平成２７年４月１日現在） 

区  分 支給対象職員 支給額 
一般行政職の 

制度との異同 

扶養手当 
扶養親族として配偶者、
子等を有する職員 

・配偶者               13,000円 

・配偶者以外の扶養親族         6,500円 

（ただし、配偶者のいない職員の扶養親族のうち 

1人は 11,000円） 

・満 15歳に達する日後の最初の 4月 1日 

 から満 22歳に達する日以後の最初の 3月 31日 

 までの間にある子 1人につき 5,000円加算 

同じ 

住居手当 

自ら居住する住宅を借り
受け、月額 12,000 円を超
える家賃を支払っている
職員 

・借家、借間居住者 

 家賃の額に応じ、最高 27,000円まで 
同じ 

通勤手当 

交通機関を利用し、または

自動車等を使用して通勤

する職員 

・交通機関等利用者 
  運賃等に応じ、最高 55,000円まで 
・自動車等使用者 
  通勤距離に応じ、月額 3,300円から 31,600円 

同じ 

管理職手当 
管理または監督の地位に

ある職員 

・部長級職員    70,400円 
・課長級職員    53,100円 
・課長補佐級職員  41,500円 
平成 26年 4月 1日から平成 26年 9月 30日まで、部長
級及び課長級職員は以下の額に減額 
・部長級職員    65,400円 
・課長級職員    50,900円 

同じ 

宿日直手当 
宿日直勤務を命ぜられた

職員 

宿直勤務または日直勤務１回につき 6,600円 
ただし、勤務時間が５時間未満の場合は 2,300円 

同じ 



単身赴任
手当 

異動に伴い、やむを得ない

事情により同居していた

配偶者と別居することに

なった職員で異動前の居

住地から異動後の勤務地

に通勤することが困難な

職員 

 
月額 30,000 円（職員の住居と配偶者の住居との間の距
離が 100㎞以上である職員にあっては、交通距離の区分
に応じて市規則で定める額を加算した額） 
（加算額） 
   100㎞以上  300km未満  6,000円 
   300㎞以上  500km未満  13,000円 
   500㎞以上  700km未満   20,000円 
   700㎞以上  900km未満   26,000円 
   900㎞以上 1,100km未満   33,000円 

1,100㎞以上 1,300km未満   38,000円 
 1,300㎞以上 1,500km未満   43,000円 
 1,500㎞以上 2,000km未満  48,000円 

2,000㎞以上 2,500km未満  53,000円 
2,500㎞以上         58,000円 

 

同じ 

   

 

支給実績及び１人あたり平均支給年額（平成２６年度決算） 

区  分 支給実績 
支給職員１人当たり 

平 均 支 給 年 額 

扶養手当 568千円  142,000円  

住居手当 918千円  229,500円 

通勤手当    750千円  74,990円  

管理職手当  1,126千円  562,818円  

単身赴任手当 ― 千円 ―  

管理職員特別勤務手当 ― 千円 ― 

 
 


